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Ⅰ 土地区画整理法第76条に基づく許可申請手続

[1]土地区画整理法第76条第1項に基づく許可とは

港北中央地区の建設事業は､土地区画整理事業によって都市基盤整備公団が施行しています｡

その区域内において､換地処分の公告がある日まで､次の行為をする場合､土地区画整理法第

76粂第 1項に基づいて､横浜市長の許可が必要となります｡

(許可の対象となる行為)

土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他

の工作物の新築､改築若しくは増築を行い､又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若し

くはたい積を行おうとする行為｡

※ 政令で定める移動の容易でない物件とは､その重量が5トンをこえる物件 (容易に分割され､

分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除く｡)



[2]許可申請の流れ



[3]許可申請手続

1事前相談

建築物の建築等を行われる方は､許可申請手続きについて､都市基盤整備公団横浜北

部開発事務所整備課 76条担当にご相談下さいo許可申請書類等をお渡しいたします｡

なお､図面等作成済であればお持ち下さいC

2申請図書の提出

(1)申請図書の提出先

許可申請図書の提出先は､都市基盤整備公団横浜北部開発事務所整備課 76条担当

(電話 045-943-7365)です｡

公団で､事業施行上の障害の有無を検討 した後意見書を添付 し､申請図書をお返ししま

す｡

(2)申請図書

① 申請部数 3部 (正､副,副)

② 申請図書 申請図書一覧表のとおり.

記入については､記入留意事項及び参考例を参考にして下さいD

(3)横浜市-の申請

公団から返却を受けた意見書の添付された申請図書 (正､副 )により､申請者が横浜市

都市計画局開発部港北ニュー タウン課 (電話 045-671-2682)へ申請 して く

だ さい｡



許可申請に必要な図書一覧

(土地区画整理法第76条に基づく許可申請図書)

行為の種類土地の形 建築物その他の工作物の新築 .改築 .増築 物件の設

申請図書名 質の変更 建築物 工作物 擁壁 置たい積

申請書 ○ ○ ○ ○ ○
委任状 (注1) △ △ △ △ △

使用権限を有すること (注2)を証明する文書(仮換地指定証明書) △ △ △ △ △
案内図 ○ ○ ○ ○ ○
配置図 ○ ○ ○ ○ (⊃
平面図 ○
断面図 (注3) ○ ○ △ ○
立面図 ○ ○
構造図 ○
緑化計画図 ○
求構図 く注4) △ △ △ △ △

(第76条許可申請書と併せて提出する図書)

直接放流に関する意見看 (注6)
※ ○印は､必要図書｡

△印は､注1-6による｡

(注1) 許可申請を代理人 (建築士等)に委任する場合は必要です｡

(注2) すべての行為において ｢仮換地指定証明｣が必要です｡

申請者と土地所有者が同一でない場合は ｢土地使用承諾書｣が必要ですC

近々に所有権移転を行ったため公団で所有権移転の確認がされていない場合は土

地全部事項証明書の写しが必要です｡

(注3) 工作物の種類により審査に必要な場合があります｡(横浜市に確認願います｡)

(注4) 仮換地指定された敷地を､そのまま申請敷地として使用する場合は不要｡

(注5) その他審査に必要な場合には必要な書類を添付｡(横浜市に確認願います｡)

(注6) 処理区域告示前に使用する場合は必要です｡



申請図書の説明

(土地区画整理法第76条に基づく許可申請国書)

申 請 図 書 名 申 請 図 書 の 説 明 図 面 の 縮 尺

申 請 虫 第 1 号 様 式

委 任 状 (参 考 様 式 参 照 )

使用権限を有することを証明する文普 … 芸 芸 還 蓋 葺 ,曇 ,) など

一案 内 図 所 定 様 式

配 置 図 土 地 の 形 質 の 変 更 位 置建 物 の 位 置工 作 物 の 位 置 1/200以上

平 面 図 建 物 の 平 面 図 (各 階 ) 1/200以上

断 面 図 敷 地 の 縦 . 横 断 面 図が け 断 面 詳 細 図 1/200以上

立 面 図 2 面 以 上 1/200以上

構 造 図 擁 壁 構 造 図 1/100以上

緑 化 計 画 図 植 栽 等 の 緑 化 計 画 図 1/200以上

求 横 国 三 斜 求 積 図 1/200以上

(第76条許可申請書と併せて提出する図書)

提 出 書 類 提 出 書 類 の 説 明

直接放流 に関す る意見書 所 定 用 紙

3 審 査

許可申請書の審査は､横浜市都市計画局開発部港北ニュータウン課で行います｡

4 許可書等の交付

許可書等の交付は､事業施行上の障害の有無を審査したうえで､横浜市都市計画局開発部

港北ニュータウン課で行います｡



緑化計画図の作成について

港北中央地区では､良好な環境を有する市街地の実現を図るために､地区計画を導入しており､そ

のなかで各敷地内の緑化を進め緑豊かな都市環境の形成を図ることとしています｡

そこで､建築計画を立てるにあたっては各敷地の緑化に係る計画を作成したうえで､土地区画整理

法第 76条に係る建築行為等の許可申請を行う際に､緑化計画図を提出していただくこととしていま

す｡

各敷地の緑化する部分の面積については､最低でも下表の基準は満たすようにしましょう｡

住 宅 地 区 敷地 面積 の 5%以上

工 場 地 区 敷地 面積 の 5%以上

沿 道 施 設 地 区 敷 地 面積 の 5%以上

また､各敷地の緑化する位置については､出入り口部分を除く道路に面した部分を中心にして敷地

周囲を緑化するようにしましょう｡

具体的には､最低でも地区計画の定める壁面後退部分のうち出入り口を設置する部分を除いた部分

は緑化したうえで､それ以外の敷地周囲についても植栽できる部分については緑化を行うようにしま

しょう｡



[4]計画の取り止めについて

1取下げ

許可申請図書受付後､許可までの間に計画を取り止める場合にはI｢取下げ書｣(第5号様式)

を提出してください｡

〔提出部数〕 2部 (正､副)

〔提 出 先〕 横浜市都市計画局開発部港北ニュータウン課

2取止め

許可を受けた後､計画を変更するなどのために取り止める場合には､｢取止め書｣(第6様式)

を提出してください｡

なお､｢許可書｣もあわせて提出して下さいC

〔提出部数〕 2部 (正､副)

〔提 出 先〕 横浜市都市計画局開発部港北ニュータウン課



[5]申請図書の記入留意事項及び参考例

許 可 申 請 書

施行地区名 横浜北部新都市中央地区土地区画整理事業

土地区画整理法第76粂第 1項の規定により,下記のとおり許可を受けたいので.関係書類を

添えて申請します｡

(申請先)

横浜市長

① 申請者 住所 横浜市都筑区〇〇〇町〇〇〇〇番地

氏名 公 団 太 郎 ㊥
(電話 045-〇〇〇一〇〇〇〇)

②申 請 の 種 類

1. 土地の形質の変更

(参 建築物等の新増改築
3 物件の設置,たい積

③行 為 の 場 所
(底地) 横浜市 都筑区 茅ヶ崎町 〇〇〇番

施行地区内 (仮換地)○○街区 ○○画地

○○.○○mz
④敷 地 面 積 000.000mz lざL吉 池 00,00m'

00.00mz

⑥ (1)土地の形質の変更

行

為

の

種

類

整地面積 ○○ml, 切土高さ 0.0m, 盛土高さ 0.0m
1既存床面積 00.00mz
2 新築床面積 00.00m1
3 増改築面積 00.00m'
合計 延床面積 00.00m'

(彰構造概要 ○○造 000階建 (その他 )

⑧概 要

⑨用 途 目 的

⑲工 期
工事着手予定年月日 平成(二×⊃年〇〇月〇〇日

工事完了予定年月日 平成〇〇年〇〇月〇〇日

備 考 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

⑪代 理 人 住 所 等

住所 横浜市都筑区〇〇〇町〇〇〇〇番地 ○○建築事務所

氏名 公 団 次 郎 ㊥
(電話 045-000-0000)

(注) 申請者が法人の場合には､氏名はその法人の名称及び代表者の氏名を記載すること0
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① 申請者の住所､氏名､電話番号を記入し､押印してください｡(印鑑は認印でもかまいません｡)

(塾 該当する項目番号を○で囲んで下さい.

1.土地の形質の変更 ･盛土をする場合

･切土をする場合

･擁壁､階段､駐車場等の設置に伴い切盛土が発生し､現況の

宅盤に変化を生じさせる場合

2.建築物､その他の工 ･専用住宅､店舗､事務所､工場等の建築物新築､改築､増築､

作物の新築､改築､増築 移転の場合

･擁壁､階段､広告塔等を設置する場令

3.物件の設置､たい積

③ 申請地の地番 (底地番)及び街区､画地番号を記入して下さい｡(申請地の地番がわからない

場合は公団でお知らせ致します｡)

④ 画地全体を使用する場合は､仮換地面積を記入して下さいO(三斜求積不要)

画地の一部を使用する場合は､三斜求積による申請敷地面積を記入して下さいO

⑤ 該当する項目に面積を記入して下さい｡詳細については､公団窓口でお問い合わせ下さい｡

1.自己所有地 ･仮換地指定を受けた方と申請者 (施主)が同一の場合

2.借 地 ･仮換地指定を受けた方から土地を借り受けて申請する場合

(借地関係を明らかにする書類 (契約書等)の添付が必要です｡)

3 そ の 他 ･1,2以外の場合 (申請者の権限を明らかにする書類の添付が

必要です｡)

⑥ 駐車場､階段等の施工に伴い切盛が生じる場合､その面積 (切盛合計)､高さ (最高の高さ,

｢RC造｣｢S造｣)を記入してくださいo

⑦ 建築物,工作物の構造､階数等を記入して下さいO 例) ｢ 木造 2階建 ｣

(参 物件の概要を記入して下さい｡

⑨ 用途と目的を記入してくださいO 例)｢専用住宅 .新築 ｣｢付属車庫 ･増築 ｣｢階段 ｣

｢ 広告塔 ｣

⑲ 工事の着手予定年月Elおよび完了予定年月日を記入して下さいo

工事施工者の住所､氏名､電話番号を記入して下さい｡(業者が未定の場合は ｢未定｣と記入

して下さい｡)

⑪ 申請者と申請手続を行う者が違う場合は､代理人の住所､氏名及び電話番号を記入し､押印

して下さい｡なお､代理人が法人の場合は､担当者の氏名も記入して下さい｡本人が申請を行

う場合は､｢本人申請｣と記入して下さい｡

【注】 ･※内は記入しないでください｡

･建築建物1棟につき許可書を3部 (正 ･副 ･副)作成してください｡



委 任 状

横浜前部筑区○○町00番○○ll,･

私は都合により〇〇〇丈担集群妨所 を

神奈川 一郎

代理人と定め下記の建築物について土地区画jt･H理法第76粂m,1項の規定

による許可 rP鮒の手続きを委任しますo

l 行為の場所 横浜市都筑区 ○○ 町 〇〇 番

(底地)

○○ 術区 ○○ 画地

(仮換地)

2 行為の種別 中川住宅の新集

平成 年 月 日

住 所 横浜市都筑区○○町00番〇〇号

氏 名 横浜 太郎 ⑳

L- 一 ･∴ (､

土地使用承諾書

l 土地の所在 横浜市都筑区○○町00番00

(従前地)

○○ 街区 00 L由り也

(仮換地)

2 両 棚 000 m2

3 使 用 者 名 機浜市都筑区○○MrO〇番00号

都筑 一郎

上記の仮換地を 1､17･mlJ:宅の建築敷地として使用することを承貫若しますO

平成 年 月 日

土地所有者氏名 横浜 太郎 ⑳



莱





凡 例

∈∃ 申請敷地

岳i 盛 上

[:コ 切 土

⑳ 雨水桝

○ 汚水桝

配置図 縮尺 1/200以上

12

【記入事項〕

l 申請敷地境界耗 (赤枠 にて囲み明示)

2.万位 ･稲尺 (1/200以上)

3.敷地周辺長

4.敷地周辺の形状 (土羽及び妹壁)及び高低差

5.建築物 と敷地境界線 との距 卦

6.土羽及び擁壁の位il .形状 (新設 .既設の区別)

7 断面回位荘

8.各棟別の用途

9.車庫 (カーポー ト)及び階段の位正 ･形状

10.排水計画 (排水施設の位章及び排水擢路)

排水桝の新設または既設の区別を妃入

11.切盛土の色分け (切土⇒黄色.盛土⇒赤色)

〔留意事項〕

1 建物 E)りには.建物維持管理や排水施設の設置 に支持

ないよ うに平場を投 けて下 さい.

2.車庫 (カーポー ト)の位丑は交差点付近 ･バス停付近

等を避けて下 さい.

3.敷地 内の雨水が､スロープか ら直接道路に流れでない

よ うにして下さい.屋根無 しカーホ◆-トの場合.ク■トテンク'

又は浸透舗装 として宅地内で雨水処理 して下さい.

4.接続桝の上空は､維持管理上常時開関が可能なよ うに し
て下 さい.

5.外流 しを設ける場合 には､雨水が流れ込まないよ うにし,
汚水桝 に捷漬 して下さい.

6.不要 とな った接続桝は､撤去 して下 さい. (図面中に船主

と記入)



剛 上土 建築物 巨2m 与隣地

く>
B - B'

断 面 図 縮尺 1:200以上

凡 例

E∃ 申請敷地境界線

国 盛 土

[:=コ 切 土

〔記入事項〕

l 申請敷地境界樺 (赤緑 にて明示)

2.稲尺 (1/200以上)

3 敷地周辺の形状 (土羽及び擁壁)及 び高低善

4 建 築物 と敷地境界線 とのEE蘇

5 土羽及び捷聖の位昔 ･形状 (新設 ･既設の区別)

6 切盛土の色分け (切土⇒黄色､盛土⇒赤色)
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(第 1号様式)

許 可 申 請 書

施行地区名 横浜北部新都市中央地区土地区画整理事業

土地区画整理法第76粂第 1項の規定により,下記のとおり許可を受けたいので,関係書類を

添えて申請します○

(申請先)

横浜市長

申請者 住所

氏名

電話

申 請 の 種 類 1. 土地の形質の変更2. 建築物等の新増改築

3. 物件の設置,たい積

行 為 の 場 所 横浜市 都筑区 町 字 番

施行地区内 街区 画地

敷 地 面 積 l自己所有地 l mm l借地 l m

lその他 l m

行 (1)土地の形質の変更 整地面積 mZ, 切土高さ m, 盛土高さ m
(2)建洗物 建築物 1既存床面積 m虫 その他の

為 -栄その他の の面 積 2 新築床面積 m3 増改築面積 m 工作物の延長

の種類 工作物 合計 延床面積 m 面積
構造概要 造 階建 (その他 )

(3)物件の設置又はたい積 概 要

用 途 日 的

工 期 工事着手予定年月日 平成 年 月 日
工事完了予定年月日 平成 年 月 日

備 考

代 理 人 住 所 等 住所氏名

電話

(注) 申請者が法人の場合には､氏名はその法人の名称及び代表者の氏名を記載すること｡
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(第 5号様式)

施行地区名 横 浜 北 部 新 都 市 中 央 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業

取 下 げ 吾

平成 年 月 日

(申請先)

横浜市長

申請者 住所

氏名

電話

1 受付年月 日及び受付番号

平成 年 月 日

7亨

2 建築行為等の場所

区 町 番

街区 画地

上記の土地区画整理法第 76条に関する許可申請については,次の理由により

取 り下げます｡

(理由)
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(第 6号様式)

施行地区名 横 浜 北 部 新 都 市 中 央 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業

取 止 め 喜

平成 年 月 日

(申請先)

横浜市長

申請者 住所

氏名

電話

1 指令番号び許可年月日

平成 年 月 日

横浜市 指令第 号

2 建築行為等の場所

区 町 番

街区 画地

上記の土地区画整理法第 76条に関する許可申請については,次の理由によ り

取 り止めます｡

(理由)
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Ⅰ 地区計画届出

地区計画等の区域内における行為の届出書について

[1]届出の手続き

1 届出期間

工事着手の30El前までとなっています｡なお.建築確認申請を伴う場合には､確認申請

塵に届出の手続きを行ってください｡

2届出の場所

横浜市建築局建築企画課 (電話 045-671-2933)です｡旦塾提出してください｡

[2]届出が必要な行為と添付図書

次の図面を添付してください｡また､図面には,｢地区整備計画｣の ｢建築物等に関する事項｣

に定められた制限内に適合している状況を明記してください｡

届出が必要な行為 添付図書

土地の区画形質の変更 位置図,設計図委任状 (*4)

建築物の新築,増築,改築,移転 (*1) 位置図,配rTLEi-図,辛面囲重層旦 委任状 (*4)

工作物の建設 位置図,配置図,平面図重重囲,委任状 (*4)

建築物等の用途の変更 (*2) 位置図,配置図,平面図立重囲,委任状 (*4)

建築物等の形態又は意匠の変更 (*3) 位置図,配置図,平面図委任状 (*4)

備考

辛1 本忠君申請を伴わない増築等も含みます｡

*2 ｢地区整備計画｣で ｢建物 の用途の制限｣が定められている場合のみ届出が必要です｡

*3 ｢地区整備計画｣で ｢建築物等の形態又は意匠の制限｣が定められている場合のみ届出が必要です｡

*4 委任された設計者等の連絡先を記入してください｡

で示された図書は､法律により添付することが定められています｡また.立面図は2面以上が必要です｡
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港北ニュータウン中央地区地区計画

名称 港北ニュータウン中央地区地区計画

位PTtfLl 横浜市都筑区大棚町.茅ヶ崎町.茅ヶ崎中央､中川町,中川七丁目及び中川中央-丁目

面碓 約25.5ha

区 地域計画の目標 本地区は,市営地下鉄3号視センタ-両駅とセンタ-北駅の中間にあり.地区の中央には早測川が位JALする○

本地区においては､土地区画整理事業により幹線道路 (佐江戸北山EEi線).鉄道 (市営地下鉄4号線)などの基盤整

節を行い.南北タウンセンタ-と一体となった商業､業務施設の立地を誘導し,横浜北部副都心機能の充実を図

ることを目標とする.併せて､住宅､工場が混在した既存の土地利用を整理し､良好な環境を有する市街地の実

住宅地区､工場地区A,B､沿道施設地区､商業地区に区分し.それぞれ.次の方針に基づき調和のとれた

1 住宅地区

戸建て住宅を主体とする低層住宅の立地を図り.良好な居住環境を形成するo

域 既存工場の移転集約を図り､良好な工業生産環境を形成する.

の

整 幹線道路に面した地区の特性を生かしー沿道型の商業､サービス施設等の立地を図り､賑わいと利便性の

備 ある街並みを形成する○

4 商業地区

開罪及び 集客力の高い核的施設と下町的な界隈性を演出する多様な商業､娯楽施設等の立地を図るとともに､親水

河川として整備が予定されている早測川の良好な河川環境を生かした商業地区を形成する○

地区施設の整備 区域内の交通の安全性と利便性を高めるため,土地区画整理事業により都市計画道路佐江戸北山田線と中山

の方針 北山田線を連結する地区幹線道路を整備する.

建築物等の整備 1 住宅地区

煤 の方針 戸建て住宅を主体とする低層住宅の立地を図り､良好な居住環境を形成するため.建築物の敷地面横の最低限

全

の 2 工場地区A.B

方 隣揺する住宅地区と環境上の調和を図るとともに,良好な工業生産環境形成をするため､建築物の用途の制

針 限､建築物の敷地面柘の最低限度､壁面の位置の制限等を設ける.

3 沿道施設地区

隣接する住宅地区と環境上の調和を図るとともに､幹線道路に面した地区の特性を生かし.沿道商業施設等

の立地を図るため.建築物の用途の制限､建築物の敷地面積の最低限度.壁面の位置の制限等を設けるo

4 商業地区

歩行者の回遊性を高める等､賑わいのあるタウンセンターを形成するため､建築物の用途の制限.壁面の位

河川用地をオープンスペ-スの要として位置づけ､多様な水と緑によるシンボル広場とする○また､各敷地内
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也区塗備計画 地区施設の配置及び規模 幅員 延長 蹄キ

地区幹線道路 16m 380m 計画図表示のとおり

*築物 警 FG 杯 住宅地区 工場地区A 工場地区B 沿道施設地区 商業地区

区分 l両紙 約1.Oha 約2.4ha 約14.9ha

建築物のJ77遠の制限 建築物は.建築して 建築物は.建築して らない1 住宅

等に 1 共同住宅､長屋寄宿舎又は下宿 1 住宅2 住宅で事務所､ 2 住宅で事務所.店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

関する事項 ぱちんこ屋､射的場,勝馬投票券発売の他これらに類するもの理店.ナイ トクラブ.ダンスホールそもの4 老人ホーム､保育所､身体障害者福らに類するもの 類する用途を兼ねるもの3 共同住宅.長屋寄宿舎又は下宿ぱちんこ屋､射的所.場外車券売場そもの5 キャパレ-.料理店.ナイ トクラブ,ダンスホ-ルそもの6 老人ホーム.煤育所､身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 3 共同住宅,長屋､寄宿舎又は下宿

iJ!築物の敷地両椛のJil低限度 は.165mL以上かつ住 建築物の敷地面横は.165m'以上とする. 建築物の敷地面積は.700m]以上とする.

ただし､次のいずれかに吉亥当する土地についてはこの限りではない.

1 公衆便所､巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建簸物の敷地として使用す
るもの

2 本規定が定められた際.項に建築物の敷地として使用されている土地で､本規定に適

を受けた土地で､本規定に適合しないものについて､所有権その他の権利に基づいて

その全部を-の敷地として使用するもの

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は.計画図に表示する壁面の位置の制限を超え

の制限 から前面道路の境界線までの距離はlm以上とし､隣地境界線以上とする.

に該当する場合は､この限りでない.

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

2 物置その他これに類する用途 (自動車車庫を除<.)に供し.軒の高さが2.3rn以下

で､かつ.床面積の合計が5m'以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し,軒の高さが2.3m以下であるもの

iE葉物帝の形旗又は 建築物の屋根及び外壁の色彩並びに屋外の広告物の色彩､大きさ及び形状は､地区の景観と調和したものと

する.

垣又はさくの 垣又はさくの梢造は.生け垣､フェンスその他これらに額する開放性のあるものとする.ただし.フェンスの

【区域及び地区の区分は計画図表示のとおり｣
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●地区整備計幽凶

●地区施設 ･壁面後退位置図



Ⅲ 道路占用及び掘削許可等

港北中央地区内の道路は､横浜市-移管するまで都市基盤整備公団が､管理することとなって

おります｡

埋設管の施工に伴い道路掘削が発生する場合や､やむを得ず公団施工の入口 (切下げ)位置を

変更する場合には､事前に 『道路工事等施工承認申請』の手続が必要となります｡

[1]手続きの流れ
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[2]道路工事等施工承認申請手続き

1事前相談

埋設管の設置等により道路掘削 ･占用を行われる方は､道路工事等施工承認申請手続きに

ついて､都市基盤整備公団債浜北部開発事務所工事課にご相談下さい｡(将来道路管理者で

ある都筑土木事務所にて確認を必要とする場合もございます｡)道路工事等施工承認申請書

類をお渡しいたします｡

なお､図面等作成済であればお持ち下さいO

2 申請図書の提出

(1)申請書の提出先

道路工事等施工承認申請国書の提出先は､都市基盤整備公団横浜北部開発事務所工事課で

す｡

(2)申請図書

(丑 申請部数 2部

② 申請図書

･ 案内図

･ 平面図

･ 縦横断図

･ 構造図

･ 写真

･ 境界査定図

･ 公図写し

※工事分類等により不要となる場合があります｡

･ 工事見積書

(3)審 査

道路工事等施工承認申請書の審査は､都市基盤整備公団横浜北部開発事務所工事課で行

います｡

(4)道路工事等施工承認書の交付

道路工事等施工承認書の交付は､都市基盤整備公団横浜北部開発事務所工事課で行います｡

3 工事着手届出の提出

工事着手届は､工事着手前に都市基盤整備公団横浜北部開発事務所工事課まで提出してく

ださい｡工事着手前の現況確認を行います｡

4 工事完了届出の提出

(1)届出の提出先

工事完了届は､工事完了後30日以内に都市基盤整備公団横浜北部開発事務所工事課まで

提出してください｡

(2)現地確認

工事完了届を提出された後､現地確認を行います｡その際に,公共施設等の破損があっ

た場合､原状回復を原因者の責任にて行って頂くこととなります｡
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Ⅳ 公共下水道接続承認申請

港北中央地区内の公共下水道施設は､横浜市へ移管するまで都市基盤整備公団が､管理するこ

ととなっておりますD

住宅建設に伴い､やむを得ず公団施工の宅地排水桝の位置変更が発生し､宅地排水桝等の新設

及び撤去等の工事を施工する場合､事前に 『公共下水道接続承認申請』の手続きが必要となりま

す｡

[1]手続きの流れ
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[2]公共下水道接続承認申請手続き

1 事前相談

宅地排水桝等の新設 ･撤去及び移設等を行われる方は､公共下水道接続承認申請手続きに

ついて､都市基盤整備公団横浜北部開発事務所工事課にご相談下さい (将来管理者である横

浜市都筑土木事務所にて確認を必要とする場合もございます)｡公共下水道接続承認申請書

類をお渡しいたします｡

なお､図面等作成済であればお持ち下さい｡

2 申請図書の提出

(1)申請書の提出先

公共下水道接続承認申請図書の提出先は､都市基盤整備公団横浜北部開発事務所工事課で

す｡

(2)申請図書

(D 申請部数 2部

(参 申請図書

･ 付近の見取り図

･ 平面図

･ 縦横断図

･ 構造図

(3)審 査

公共下水道接続承認申請書の審査は､都市基盤整備公EfE横浜北部開発事務所工事課で行

います｡

(4)公共下水道接続承認書の交付

公共下水道接続承認書の交付は､都市基盤整備公団横浜北部開発事務所工事課で行いま

す0

3 工事着手届出の提出

工事着手届は､工事着手前に都市基盤整備公団横浜北部開発事務所工事課まで提出してく

ださいO工事着手前の現況確認を行います.

4 工事完了届出の提出

(1)届出の提出先

工事完了届は､工事完了後30日以内に都市基盤整備公団横浜北部開発事務所工事課まで

提出してくださいO

(2)現地確認

工事完了届を提出された後､現地確認を行います｡その際に､公共施設等の破損があった場

合､原状回復を原因者の責任にて行って頂くこととなります｡
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